
     

 

令和 ７ 年 度 前 期 分 授 業 料 免 除 , 徴 収 猶 予 及 び 月 割 分 納 申 請 の 注 意 事 項 
 

本学では，博士後期課程学生に対し，経済状況及び学業成績による授業料免除，徴収猶予及び月割分納を実施しております。

授業料免除等については，経済状況及び学業成績を一律の基準で審査し，基準を満たしている者が選考の対象となります。経

済状況は本人からの申請に基づき審査を行いますが，申請者ごとの不均衡が生じないように各種の公的な証明書が必要となり

ます。 

  書類の不備や記載漏れ等がある場合には申請を受理しません。また，事実と反する記載があった場合には，授業料免除等と
なった後でもその決定を取り消すことがありますので注意してください。 

  なお, 授業料の未納がある者は授業料免除，徴収猶予及び月割分納の申請はできません。提出時に授業料の納入の確認をさ
せていただきます。 

  

Ⅰ 授業料免除の選考対象 
１ 経済的理由により授業料の納入が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者 

 ２ 本人の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が６ヶ月以内（新入生は入学前１年以内）に死亡し，
又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け授業料の納入が困難な者 

＊東日本大震災等で被災した方については別途対応しますので，該当する場合は事前に担当まで申し出てください。 
 
Ⅱ 徴収猶予の選考対象 
  上記Ⅰの１又は２の理由により，授業料納入期限（令和７年５月２７日（新入生にあっては６月２７日））までに納入が困難
な者 

 
Ⅲ 月割分納の選考対象 
  やむを得ない事情があり，授業料納入期限（令和７年５月２７日（新入生にあっては６月２７日））までに納入が困難な者 
 
Ⅳ 授業料免除の額，徴収猶予の期限及び月割分納の回数 
 １ 授業料免除の額：令和７年度前期分授業料の全額又は半額 
 ２ 徴収猶予の期限：令和７年８月３１日（日）まで 
３ 月割分納の回数：６月，７月，８月の計３回 

 
Ⅴ 申請期限 

令和７年４月４日（金）午後５時まで（期限を過ぎた場合はいかなる理由があっても受理しません。） 

 
Ⅵ 申請書類等 
    裏面記載の書類等を一括して，郵送（期限必着）又は学生支援課学生支援係へ提出してください。 
     
Ⅶ 選考結果の通知 
  選考結果は令和７年５月下旬～６月上旬頃に学内掲示及び郵送で通知します。 
  全額免除者以外については，「大学院博士後期課程学生奨学金」を申請することができます。希望する者は授業料免除申請時
に併せて，別紙「大学院博士後期課程学生奨学金申請書」を提出してください。 

  
Ⅷ 諸注意  
  ＊授業料免除申請者は，決定までの間は授業料の納入が猶予されますので，授業料を納入しないでください。誤って納入し

た場合であっても当該授業料の返還はできません。また，授業料免除申請は無効となります。 
  ＊徴収猶予及び月割分納許可者が授業料を納入（郵便振込）する際の振込手数料は本人負担となります。 
 
 

【個人情報の保護について】申請時に提出していただいた情報は，授業料免除者の選考に利用するものです。 
その他の目的には利用・提供いたしません。 
 

 
 
 

【問い合わせ先】 
 

  申請書類に関して不明な点又は家庭の特殊事情がある場合には，申請前にあらかじめ下記まで問い合わせて 
ください。また，書類の提出後であっても家庭状況に変化があった場合は早急に連絡をしてください。 

 
北見工業大学学生支援課学生支援係 

〒０９０－８５０７ 北見市公園町165番地   TEL：0157-26-9183  FAX：0157-26-9185 

 

博士後期課程学生用 



申 請 書 類 等

1

① 授業料免除等申請書
（本学所定用紙）

② 市区町村発行の
　所得（課税）証明書

１．令和6年1月以前から勤務先、
　　雇用形態に変更がない者

　令和6年分源泉徴収票
　＊勤務先が複数ある場合は全て提出　＊申請時点で退職している場合も提出
　＊摘要に記載されている家族で独立した者がいる場合は，名前の下に「独立」と付記

２．令和6年1月以降に就職または
　　雇用形態に変更があった勤務先
　　がある者

　令和6年分源泉徴収票
　給与支払(見込)証明書※　（勤務先で証明を受けたもの）

　又は 最近の給与明細3ヶ月分（賞与がある場合は賞与明細も必要）
　＊上記の書類がない場合は，雇用条件を確認できる書類を添付

３．令和6年1月以降に退職した
　　勤務先がある者

　令和6年分源泉徴収票
　退職証明書 又は 退職していることが確認できるもの
　退職金がある場合は受給金額及び受取日がわかるもの

③ 所得を証明する書類 ４．源泉徴収票が発行されない者 　給与支払(見込)証明書※　（勤務先で証明を受けたもの）

１．令和6年1月以前から事業
　　を行っている者

　令和6年分確定申告書（第1表､第2表､青色申告決算書または収支内訳書）
　＊収支内訳書の作成が免除されている場合は第1表余白にその旨付記
　＊第2表の控除対象扶養親族で独立した者がいる場合は，名前の横に「独立」と付記
　＊申告書に添付した源泉徴収票や報酬の支払調書がある場合は添付

２．令和6年1月以降に新規に
　　事業を始めた者

　収入金額、必要経費、所得金額1年分の見込みを記入した申立書
　（様式任意／本人の署名及び印鑑必須）

３．確定申告を行っていない者 　令和7年度住民税申告書（表裏）及び 収支内訳書

　無職・無収入者

④ 結果通知用封筒

2

① 年金受給者

（老齢・遺族・障害・企業・個人
　年金等）

② 転作奨励金のある者

③ 失業給付金のある者

④ 生活保護受給者

⑤ 高齢者雇用継続給付・就業促進定着手当

⑥ 各種手当受給者
（傷病手当・児童扶養手当・特別児童扶養手
当・
　障害児童福祉手当・特別障害者手当等）

⑦ 臨時所得がある者

（退職金・保険金・資産譲渡等）

⑧ 学資負担者死亡

3

① 障害者のいる世帯

② 長期療養者のいる世帯

(申請時に6ヶ月以上療養中の者)

③ 就学者がいる世帯

④ 主たる家計支持者が別居してい
る場合

⑤ 風水害等

4

①
特に説明が必要な事項がある
場合

5

※印の用紙が必要な方は，学務課窓口又は下記のホームページで入手してください。

身体障害者手帳，療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

保護決定（変更）通知など1年分の受給金額がわかるもの（福祉事務所発行）

支給・不支給決定通知書，次回支給申請日指定通知書など受給金額がわかるもの

支給決定通知書，証書など受給金額がわかるもの

死亡日が確認できるもの

受給金額及び受取日がわかるもの

＊申請前6ヶ月以内のものが対象（昨年10月～今年3月）

申請者本人，就学者，乳幼児を除く家族全員の所得（課税）証明書（令和6年度（令和5年分））
収入がない者についても証明書は必要です。（「収入＝０」の証明となるため）
また，同居家族ではなくても，学資負担者の扶養となっている者は同様の扱いとなります。

申請者本人，就学者，乳幼児を除く家族全員について，収入の多寡，恒常的な収入であるかどうかに関わらず，該当する書類を全
て提出してください。ただし，申請者本人に恒常的なアルバイト収入等がある場合は申請者本人についても提出が必要です。

給与収入がある者
（1.～4.のうち該当

する書類全て）

　無職・無収入申立書※

長3型（23.5㎝×12㎝）の封筒に学資等負担者の住所・氏名を記入すること。（返信用切手は不要）

給与収入以外の
収入がある者

（1.～3.のうち該当
する書類全て）

主たる家計支持者別居に関する申出書※及び住居費，水道光熱費等の金額を証明できる書類（領収証の写しなど）

振込口座登録票（本学学生用）

北見工業大学ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ 》 学生支援・就職 》 学生生活サポート 》入学料・授業料の免除   (https://www.kitami-it.ac.jp/campuslife/support/financial-support/)

授業料が全額免除とならなかった者に対し，納入することとなった授業料相当額を上限として奨学金が支給されます。
（ただし，経済状況による）

大学院博士後期課程学生奨学金を初めて申請する方及び前回申請時より口座が変更となった方のみ提出してください。②

① 北見工業大学大学院博士後期課
程学生奨学金申請書

その他

＊令和6年1月以降に支給開始した者は，年金証書も併せて添付のこと。

大学院博士後期課程学生奨学金を希望する場合に提出する書類（免除書類と併せて提出してください）
　

該当する場合に提出する書類（提出することにより審査の際に所得の計算から控除することがあります）

申立書※

小，中，高校に在学中の場合は証明書等の提出は必要ありません。

これ以外の国立学校（高専，短大，大学，専修学校，専門学校）に在籍する者は「就学者状況等証明願※」（本学所定
用紙）に在籍校の証明を受けて提出のこと。

長期療養者に関する申出書※及び傷病名，発症年月日，療養期間がわかる医師等の診断書
医療費の支出を証明できる書類（領収証の写しなど）
損害賠償，生命保険等で補填される金額がある場合には,その支払金額がわかる書類も併せて提出

（本人以外）

＊国立学校以外は「在学証明書」でも可
＊当該年度入学者で提出期限までに「就学者状況等証明願」の提出ができない場合には，期限までに入学許可書又は
　合格通知書の写しを提出し，入学後速やかに「就学者状況等証明願」を提出してください。

転作奨励金交付証明書，補助金決定通知書（市町村発行）

被災証明書，被害額を証明するもの（原則として1年以内の被災），罹災証明書

該当する場合に提出する書類

雇用保険受給者証（第1面，第3面）（ハローワーク発行）

 提出書類は下記1の①，②及び※印の書類を除き，写しでかまいませんが審査の際に原本の提出を求めることがあります。
 なお，源泉徴収票等小さな書類はA4サイズでコピーするか，別添の書類貼付用紙に貼るかしてください。

申請者全員が提出する書類（①～④全て）

「申請書の書き方」を参考にもれなく記入してください。

源泉徴収票 又は 最近の振込通知書 又は 年金額改定通知書（日本年金機構，保険会社等発行）



１．収入基準

【半額免除に係る収入基準額表】

１人
２人
３人
４人
５人
６人
７人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（参考）半額免除となる給与収入上限

例 　父（給与所得者），母（専業主婦），本人（学部，自宅外通学，奨学金なし）と兄弟の4人家族の場合

国立大（自宅外）

私立大（自宅外）

公立高（自宅）
私立高（自宅）
中学校
小学校

２． 学業成績基準

博士後期１年次
　博士前期課程における既修得科目のうち，「秀」，「優」及び「良」が全体の
６０％以上。（社会人学生及び外国人留学生は除く）

博士後期２年次以上

　前年度までの修得単位数が２年次は１２単位以上，３年次は１４単位以上，か
つ，既修得科目のうち，「秀」，「優」及び「良」が全体の６０％以上。（社会
人学生及び長期履修学生を除く）

　なお，母子・父子家庭，生活保護世帯等については特例があり，学部１年次においては学業成績平均値，
学部２年次以上は既修得科目の「秀」，「優」及び「良」の割合がこの基準以下でも対象になる場合があります。

学部４年次　

　前年度までの修得単位数が９２単位以上，かつ，既修得科目のうち，「秀」，
「優」及び「良」が全体の６０％以上。卒業研究に着手していること。
　なお、過年度生は選考の対象となりません。（ただし、特別な事情がある場合
は担当に申し出てください。）

博士前期１年次
　学部における既修得科目のうち，「秀」，「優」及び「良」が全体の６０％以
上。（社会人学生及び外国人留学生は除く）

博士前期２年次
　前年度までの修得単位数が１５単位以上，かつ，既修得科目のうち，「秀」,
「優」及び「良」が全体の６０％以上。

学部１年次　
　高校の学業成績平均値が３.５以上又は入試成績が全学又は学科内において上位
２分の１以内。（帰国子女，外国人留学生及び再入学生は除く）

学部２年次　
　前年度までの修得単位数が３９単位以上，かつ，既修得科目のうち，「秀」，
「優」及び「良」が全体の６０％以上。

学部３年次　
　前年度までの修得単位数が７０単位以上，かつ，既修得科目のうち，「秀」，
「優」及び「良」が全体の６０％以上。（編入学生は除く）

878万円
680万円 710万円 853万円
672万円 702万円 845万円

区　　　　分 学　　　　部 博士前期課程 博士後期課程

兄
弟

766万円 796万円 939万円
808万円 838万円 981万円
692万円 722万円 865万円
705万円 735万円

378万円 412万円 574万円
395万円 432万円 602万円

世
帯
人
員

167万円 182万円 254万円
266万円 290万円 404万円
306万円 334万円 467万円
334万円 364万円 507万円
360万円 393万円 548万円

区　　　　分 学　　　　部 博士前期課程 博士後期課程

授業料免除，徴収猶予の基準について

　世帯全体の『所得金額』から『特別控除額』を引いた金額が下記の『収入基準額』以下であるこ
と　（『所得金額』－『特別控除額』≦『収入基準額』）。

　『所得金額』は下記の『所得金額』の算定方法により計算した金額となります。

　『特別控除額』は申請者以外の就学者や障害者及び長期療養者等がいる場合，また，申請者本人
の通学形態などにより異なります。詳細については学生支援課学生支援係までお問い合わせくださ
い。

　　　※『所得金額』の算定方法
　　　　給与収入(給与収入の種類については「申請書の書き方」参照)
　　　　　収入金額104万円以下のもの … 所得金額＝０円
　　　　　収入金額104万円を超え200万までのもの … 所得金額＝収入金額×0.8－83万円
　　　　　収入金額200万円を超え653万までのもの … 所得金額＝収入金額×0.7－62万円
　　　　　収入金額653万円を超えるもの … 所得金額＝収入金額－258万円
　　　　給与収入以外の所得
　　　　　収入金額から必要経費を差し引いた金額



 専攻

有･無

有･無

年　　　ヶ月

〈父又は母 死亡・生別の場合〉その年月（　　　年　　　月）　※理由（死別・離婚・行方不明・その他(　　　　　)）

在職期間（全て記入）

父

賞与

有･無

有･無

勤務先（全て記入）
年　　　ヶ月

授 業 料（ 
※
免除 ・ 徴収猶予 ・ 月割分納 ） 申 請 書

申
請
者

フ リ ガ ナ ※学科
年

入学年度 　　　　　　　年度

氏　 名 学籍番号

通
学
区
分

※自宅
・

 自宅外

前
年
度
奨
学
金

①日本学生支援機構奨学金　（給付・一種・二種）
　　　　　　　　　　　　　　該当する奨学金すべてに〇印

　　　　　　　　　　（給付奨学金は前年度に限らず現在受給中であれば〇印）

　年額　　　　　　　　　　円

②左記以外の奨学金
（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　

（※貸与・給付）　年額　　　　　　　　　　円

 プログラム

家
族
状
況
（

同
一
生
計
）

就
学
者
を
除
く
家
族

続柄 氏　　　名 年齢 現在の職業（全て記入）

母

　　　　※ 遺族年金（ 有 ・ 無 ）　　児童扶養手当（ 有 ・ 無 ）　　養育費（ 有 ・ 無 ）
年　　　ヶ月

別
居
者
に
　
　
　
　
　
×
印

主
た
る
家
計
支
持
者
に
○
印

(

本
人
除
く

)

就
 
学
 
者

続柄 氏　　　名 年齢

年　　　ヶ月

年　　　ヶ月

学　校　名 学年 通学区分

前年度の授業料免除状況
（国立学校就学者のみ）

前期 後期

有･無

　　　　立
※

自宅・自宅外

※ 全
免

半
免

※ 全
免

半
免無 無

　　　　立
※

自宅・自宅外

※ 全
免

半
免

※ 全
免

半
免無 無

　　　　立
※

自宅・自宅外

※ 全
免

半
免

※ 全
免

半
免無 無

本
人
及
び
家
族
（

就
学
者
を
除
く
）

の
収
入
状
況

本　人 父 母

失業給付金・生活保護ほか各種手当

持家の有無

給
与
収
入

給与・賃金・賞与・役員報酬
千円 千円 千円 千円 千円 千円

有　・　無

年金・恩給

その他（　　　 　　　）

給与所得

小　　計

給
与
収
入
以
外
の
所
得

商・工・農・林・水産業

援助・養育費

備　考

家賃・地代・利子・配当

退職金・保険金・資産譲渡
等の臨時的な所得

小　　計

その他（　　　　　 　）

所　得　金　額　計

判
定
（

大
学
記
入
欄
）

　　　　　　　　　　特　別　控　除　　　　　　　（千円）　　　　　　　　認　　　定　　　　（千円） 免 除 結 果

Ａ

(1)母子・父子家庭 ａ 所 得 金 額 合 計 □ 全 額 免 除

(2)就学者 ｂ 特 別 控 除 額 □

□ 免 除 不 許 可

半 額 免 除

( ) ( ) ( ) (

(3)障害者・長期療養者

) ｃ 総所得金額 (ａ－ｂ )) (

(4)主たる家計支持者別居 ｅ 家計評価額 (ｃ－ｄ )

小 中 高･高専 大 専修

徴収猶予等結果

ｄ 収入基準額( 人全額) □ 免 除 不 可

家計評価額 (ｃ－ｆ ) □

( 家計 ・学業 )

(5)災害 ｆ 収入基準額( 人半額)

徴 収 猶 予 許 可

Ｂ 自宅・自宅外 ２８０ ・ ７２０ 家計評価額該当事項 □ 徴 収 猶 予 不 許 可

(6)父母以外の所得 ｇ

計 全額免除 ・ 半額免除 ・ 免除不可
□ 月 割 分 納 許 可

□ 月 割 分 納 不 許 可

一般学生用



申
　
請
　
理
　
由

申請に至った家庭事情及びその他特に説明を要することを具体的に記入すること。

〈主たる家計支持者無職・失職の場合〉その年月（　　　年　　　月）　生活費の出所（　　　　　　　　　　　　）

　　　　※就業見込（ 有 ・ 無 ）

特
別
控
除
関
係

障害者
氏名（　　　　　　　　）手帳番号（　　　　　　　　）（　　級）　障害年金受給　※（有・無）

氏名（　　　　　　　　）手帳番号（　　　　　　　　）（　　級）　障害年金受給　※（有・無）

長期療養者

氏名（　　　　　　　　　）  病名（　　　　　　　　　）　※（ 入院 ・ 通院 ・ 自宅療養 ）

　期間（　　　年　　　月　　　日から現在まで）　１年間の療養費（　　　　　　　千円）

氏名（　　　　　　　　　）  病名（　　　　　　　　　）　※（ 入院 ・ 通院 ・ 自宅療養 ）

　期間（　　　年　　　月　　　日から現在まで）　１年間の療養費（　　　　　　　千円）

主たる家計支持者別居 氏名（　　　　　　　　　　　）　１年間の住居・水道光熱費（　　　　　　　　千円）

災害関係
被災年月日（　　　年　　　月　　　日）　　被災額（　　　　　　　　千円）

内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１
か
月
あ
た
り

の
平
均
生
活
費

収
　
　
入

支
　
　
出

家庭から 円 修　学　費 円 

アルバイト（　　　　　　　　　　） 円 家　　　賃 円 

奨学金 食　　　費 円 

　 日本学生支援機構 円 水道光熱費・通信費 円 

　 その他（名称：　　　　　　   ）　 円 そ　の　他 円 

その他から（　　　　　　　　　　） 円 

　　　　　計 円 　　　　　計 円 

学
業

　① 前年度までの修得単位数 （　　　　　　単位）　　②[学部4年次のみ]卒業研究（ ※着手・未着　）

　　＊新入生は記入不要。ただし，学部1年次が後期に申請する場合は前期の修得単位を記入

殿

申 請 者
［ 自 署 ］

氏 名

  令和　　　　年度前期分授業料を［ ※免除 ・ 徴収猶予 ・ 月割分納 ］してくださるよう連帯保証人連
署のうえ、必要書類を添えて申請します。
　また、免除（徴収猶予・月割分納）結果が決定するまでの間、授業料の納入を猶予してくださるよう併
せてお願いします。

　　　　　（　　　　　）

電 話 番 号

現 住 所
〒

携帯電話等

氏 名

　 　以上のとおり

　　　　　（　　　　　）

令和　　　年　　　月　　　日

　　　北見工業大学長

ご記入いただいた情報は、授業料免除の選考に利用するものです。その他の目的には利用提供いたしません。
本制度における「連帯保証」とは、申請書類に不備がないこと及び、不備があった場合、免除された授業料分を遡及して支払うことの
保証（申請者が支払うことができない場合において）を指します。

枠内に記入し、※印のところは該当するものを○で囲むこと。

<個人情報の利用目的>

連 帯 保 証 人

現 住 所
〒

( 父 母 等 ）

［ 自 署 ］



書 類 貼 付 用 紙

　　なお，貼りきれない場合は裏面は使用せず，別のこの大きさ（Ａ４サイズ）の用紙に

　貼ってください（Ａ４サイズのものは添付不要）。

こ
の
点
線
よ
り
右
側
に
は
っ
て
く
だ
さ
い
。

　　源泉徴収票，年金額決定通知書など小さな書類はこの用紙に貼ってください。



↓確認したら☑を入れてください

1 □申請書　※連帯保証人署名、日付等記載漏れがないか確認してください

2

　(収入がない者についても必要）

3 源泉徴収票(給与等による収入)

□ある→ 源泉徴収票下部の就職・退職欄

□就職欄に印字がある→ □源泉徴収票の写し

□給与支払見込証明書または給与明細3ヶ月分の写し＋賞与明細の写し

□退職欄に印字がある→ □源泉徴収票の写し

□退職証明書等の写し(退職していることが分かるもの)

□退職金がある場合は受給日及び金額が分かるもの

□印字がない→ □源泉徴収票の写し

□ない

4 確定申告書(自営業、不動産、配当等による収入)

□ある→ □第一表の写し

　 不動産等の事業によらない収入がある □第二表の写し

□青色申告決算書または収支内訳書の写し

□前年1月以降に新規に事業を始めた、　→ □1年間の収支見込申立書

　(任意様式、申立者の自署押印必須)

□ない

5 事業を行っており、かつ源泉徴収が発行されず、確定申告も行っていない者

□いる→ □申請年度の市民税申告書の写し

□いない

6 前年1月以降から無職無収入になった者

□いる→ □無職無収入申立書(本学指定様式)

□いない

7 4月1日(後期は10月1日)から新たに就職する者、再雇用等により雇用形態が変わる者

□いる→ □雇用条件が確認できる書類または給与支払見込証明書(本学指定様式)

□いない

8 □結果通知用封筒　※宛名は連帯保証人の住所氏名　表面左下に自分の学籍番号と氏名を記入

※その他説明を付記したい事項がある場合は申立書(本学指定様式)を提出してください

※「本学指定様式」の記載がある書類は大学HPからダウンロードしてください

　氏名

このチェックリストは申請書類と併せて提出してください

【チェックリスト1/3】　書類が揃っているか確認のうえ、申請書類と併せて提出してください

　学籍番号

□所得証明書原本　※納税額決定通知書は提出書類として認められません

□前年1月以前から事業を行っている、　　→



↓確認したら☑を入れてください

1 各種年金(老齢・遺族・障害・企業・個人年金等)

□ある→ □支給開始が前年1月以前→ □源泉徴収票または最近の振込通知書または年金額改定通知書

□支給開始が前年1月以降→ □源泉徴収票または最近の振込通知書または年金額改定通知書

□年金証書

□ない

2 転作奨励金

□ある→ □転作奨励金交付証明書または補助金決定通知書

□ない

3 失業給付金

□ある→ □雇用保険受給者証第1面

□雇用保険受給者証第3面

□ない

4 生活保護

□ある→ □保護決定（変更）通知など1年分の受給金額がわかるもの

□ない

5 高齢者雇用継続給付・就業促進定着手当

□ある→ □支給・不支給決定通知書または次回支給申請日指定通知書など受給金額がわかるもの

□ない

6 児童扶養手当等の各種手当

□ある→ □支給決定通知書または証書など受給金額がわかるもの

□ない

7 臨時所得(申請前6ヶ月以内の退職金、保険金、資産譲渡等)

□ある→ □受給金額及び受取日がわかるもの

□ない

8 学資負担者死亡(申請前6ヶ月以内、新入生は入学前1年以内)

□ある→ □死亡日が確認できるもの

□ない

※チェックリスト2に記載されている書類は全て写しで構いません

【チェックリスト2/3】　書類が揃っているか確認のうえ、申請書類と併せて提出してください



↓確認したら☑を入れてください

1 障がい者

□いる→ □身体障害者手帳の写しまたは療育手帳の写しまたは精神障害者保健福祉手帳の写し

□いない

2 申請時に6ヶ月以上の長期療養をしている者

□いる→ □長期療養者に関する申出書(本学指定様式)

□傷病名、発症年月日、療養期間がわかる医師等の診断書(発行日が申請時から1ヶ月以内のもの)

□医療費の支出を証明できる書類（領収証の写しなど）

□いない

3 申請者本人以外の就学者(前期は4月1日、後期は10月1日時点の学年)

□いる→ □小、中、高校生(書類不要)

□上記以外→ □国立学校→ □就学者状況等証明願(本学指定様式)

　(高専、大学、専門学校等) □国立学校以外→ □在学証明書

□まだ入学していない→ □合格通知書の写しまたは入学許可書の写し

　(入学後速やかに在学証明書等の該当書類を提出)

□いない

4 主たる家計支持者別居

□ある→ □主たる家計支持者別居に関する申出書(本学指定様式)

□住居費、水道光熱費等の金額を証明できる書類（領収証の写しなど）

□ない

5 風水害等

□ある→ □被災証明書（原則として1年以内の被災）

□被害額を証明するもの（原則として1年以内の被災）

□罹災証明書

※必要書類の詳細については学務課に確認してください

□ない

※「本学指定様式」の記載がある書類は大学HPからダウンロードしてください

【チェックリスト3/3】　書類が揃っているか確認のうえ、申請書類と併せて提出してください
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